
提

出

者

加

藤

�

一

平
成
十
二
年
十
一
月
三
十
日
提
出

質

問

第

五

九

号

公
益
法
人
に
対
す
る
指
導
監
督
権
限
の
及
ぶ
範
囲
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

59



公
益
法
人
に
対
す
る
指
導
監
督
権
限
の
及
ぶ
範
囲
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

「
衆
議
院
議
員
加
藤
�
一
君
提
出
公
益
法
人
に
対
す
る
指
導
監
督
権
限
の
及
ぶ
範
囲
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」

（
平
成
十
二
年
十
一
月
二
十
八
日
答
弁
）
に
関
し
て
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

「
公
益
法
人
が
他
の
団
体
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
主
務
官
庁
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該
公

益
法
人
に
対
す
る
検
査
等
を
通
じ
当
該
他
の
団
体
の
資
産
状
況
等
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
に
い
う

「
当
該
公
益
法
人
に
対
す
る
検
査
等
」
に
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
六
十
七
条
第
二
項
に
基
づ
き

当
該
他
の
団
体
の
資
産
状
況
に
関
す
る
資
料
を
提
出
す
べ
き
こ
と
を
当
該
公
益
法
人
に
命
じ
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
か
。

二

こ
こ
に
い
う
「
資
産
状
況
等
」
に
は
、
当
該
公
益
法
人
か
ら
当
該
他
の
団
体
に
交
付
さ
れ
た
補
助
金
の
使
途
も
含
ま
れ
る

か
。

右
質
問
す
る
。


